
横浜公園における景観形成について（審議）第35回 R6.10.29

1

議事１
資料_政－１



『横浜市景観計画』におけるデジタルサイネージに関する制限【関内地区】

第５ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項

関内地区にふさわしい秩序ある広告景観を形成するため、特に定める屋外広告物の表示及び屋外広告物を

掲出する物件の設置に関する行為の制限は、次のとおりとする。ただし、市長が横浜市都市美対策審議会

に意見を聴いた上で、魅力ある都市景観の創造に特に寄与するものと認めた場合は、この限りでない。

１ 関内地区全域の制限

＜映像装置＞

映像装置を使用する屋外広告物は、２の地区別の制限において、別に定めがある場合を除き、建築物に設

置するものにあっては当該建築物の２階以下に、その他のものにあっては当該屋外広告物の上端の高さを

地上５ｍ以下に設置するものとする。ただし、催物等のために一時的に設置するもので、景観上支障がな

いと市長が認めたものについては、この限りでない。

２ 地区別の制限 ⇒横浜公園については定めがない
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関内駅周辺地区エリアコンセプトプラン

横浜公園が立地する関内駅周辺地区では、市庁舎移転を契機とした新しいまちづくりの方針として、令和２年１月に「関内
駅周辺地区エリアコンセプトプラン（ACP）」を策定しました。「国際的な産学連携」「観光・集客」をテーマとしたまちづ
くりを進める中で、求められる機能の一つとして「スポーツ・健康」を掲げています。

■スポーツ・健康
大規模スポーツイベントの誘致・開催や地元プロス

ポーツチームとの連携を通じ、市民が一流のプレーを観
戦する機会や、夢や感動を共有する機会を創出するとと
もに、集客促進や地域経済活性化を目指します。

また、誰もが身近な場所でスポーツに親しめる環境づ
くりを推進し、スポーツや健康を通じた市民の暮らしの
充実や街の活性化を図り、スポーツ都市横浜の実現を目
指します。

（関内駅周辺地区ACPより抜粋）

■観光・集客
観光客の目的地となる新たな魅力を誘導することで、

都心臨海部における新たな集客の拠点を作り出すととも
に、高まる都心臨海部の観光ニーズを関内駅周辺に引き
込み、周辺と結ぶことで、関内・関外地区の回遊性を高
め、商業需要の向上につなげていきます。
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緑の軸線

みなぶん

中 華 街

みなぶん再整備による
水際線と関内・関外地区間の

新たな来街者の流れ

拠点整備による
更なる来街者の流れ増

回遊デッキ整備による
新たな来街者の流れ

みなとみらい地区

横浜BUNTAI

横浜武道館

横浜スタジアム

横浜公園

関外側

歩行者デッキ（令和8年竣工予定）
みなぶん再整備（歩道拡幅）

（令和8年一部竣工予定）

大通り公園1区～3区再整備
（令和８年供用開始予定）

関内駅周辺地区エリアコンセプトプランに基づいて進められているまちづくりの状況（回遊性強化）

歩行者デッキ
検討中

２階レベル
デッキで接続

スポーツ・健康

歩行者動線 5



横浜公園の魅力向上にむけた利用の考え方（案）

日本大通りと一体となった
見通し眺望、景観の調和を図る

【関内駅前側】
水際線と関内駅周辺地区を結ぶ縦軸と関内駅前
の横軸の結節点に位置する重要な場所で来街者
を迎え入れる空間
⇒スタジアムや公園の活用シーンに合わせた演

出を行うなど公園施設としてのスタジアムの
機能を向上させるとともに、まち全体の活性
化に資する取組を進める

【日本大通り側】
こどもの遊び場や四季を感じる日本庭
園を有する都心部のまとまりある貴重
な緑の空間
⇒人々が憩い、楽しめる場であるとと

もに、都市防災などの多面的機能を
発揮

【回遊デッキ】
周辺のまちとをつなぐ重要な動線
⇒新設デッキ等の整備に合わせ、地区の回遊性を向上

歩行者動線

【水の広場周辺】
公園の景観を特徴づける噴水等を有するゆとりある空間
⇒広い空間を活かし、イベント等にも活用
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横浜公園は開港以来の歴史と緑を感じさせるとともに、市街地における憩いと安らぎの場や、賑わい施設である球場が一体
となり魅力を形成していることが特徴です。歴史性を継承し、豊かな緑を育てるとともに、先進的な施設を備えたスタジア
ムとして機能を向上させることで相乗効果を高め、来街者を迎え入れる新たな魅力創出を図ります。
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多様なシーンに
合わせた演出
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横浜スタジアムレフトウィングに縦型・横型のデジタルサイネージの設置を計画する。
多様なシーンに合わせた演出を行うことにより、魅力的な景観創造を実現する。
横浜公園・横浜スタジアムらしい景観を維持し、魅力創造や賑わい創出に寄与するためのコンテンツの審査ルールと
体制等を定める。審査基準は定期的にアップデートさせながら、時代に合わせてよりよい景観形成に取組む。

横浜スタジアム利用時の
演出機能の強化

※市民利用、アマチュアスポーツ、プロ野球、
ライブイベント等の様々な使われ方を想定

周辺施設・地域と連携した演出
による回遊促進・賑わい創出

横浜市全域で盛り上げる
プロジェクトの魅力発信・機運醸成

※GREEN×EXPO2027等、市域全体で
盛り上げる演出への参加

※縦のサイネージの役割
スタジアムもしくは横浜公園での活動、イベントなどを公園の内外に向けて象徴的に表すもの。
また、スタジアムもしくは横浜公園として、関内駅周辺街区全体で行われる活動やイベントへの連帯、連携を示すもの。

※横のサイネージの役割
スタジアムもしくは横浜公園のエントランスとして、スタジアム内、横浜公園内でのイベントや活動の盛り上げに寄与し、賑わいに資するもの。
また、そのために必要な原資となる第三者広告など。（市全域で盛り上げるプロジェクトの発信をここに含む）

【目的】

01 デジタルサイネージ設置目的

横浜公園・横浜スタジアムらしい
品格ある新たな景観を演出

横浜スタジアムへのデジタルサイネージの設置について（審議）第36回 R7.1.17
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今後、横浜市と協議を重ねて詳細化およびブラッシュアップ予定

シーン 市民利用・アマチュア
スポーツ

プロ野球興行/ライブ 周辺施設・イベント 横浜市全域 通常時

種類 縦：原則静止画
※一部モーション付

横：動画あり

縦：原則静止画
※一部モーション付

横：動画あり

縦：原則静止画
横：動画あり

縦：原則静止画
横：原則静止画

※状況に応じて協議

縦：原則静止画
横：原則静止画

※状況に応じて協議

音響 あり（公園外への影響に配慮） あり（公園外への影響に配慮） あり（公園外への影響に配慮） 原則なし 原則なし

第三者
広告

・横サイネージを活用して放映
・主催社からの情報提供型CM
も 想定
・原則音響なし

・横サイネージを活用して放映
・試合やライブのスポンサー

との連動も想定
・原則音響なし

原則掲出しない形で開始したう
えで、将来の周辺環境の変化に
合わせ、あらためて横浜市と
協議する

縦横サイネージともに原則掲出
しない

縦横サイネージともに原則掲出
しない

表示
時間

・日中から夜間にかけて、
平準的にコンテンツを表示

・周辺施設やイベント等の開催
状況や主催者の要望に応じて、

変更の可能性あり

・試合前後3時間程度はより
盛り上がりに向けた演出に注力

・表示しない23:00-8:00以外の
朝/夜間の時間帯は通常の演出

・試合前後3時間程度はより
盛り上がりに向けた演出に注力

・表示しない23:00-8:00以外の
朝/夜間の時間帯は通常の演出

03 各シーンのコンテンツの考え方

・日中から夜間にかけて、
平準的にコンテンツや環境映像を

表示・市域全体イベント等の状況
に応じて、変更の可能性あり

・日中から夜間にかけて、
平準的にコンテンツや環境映像を

表示・市域全体イベント等の状況
に応じて、変更の可能性あり



←市のイベント

平常時→

←
プロ野球興行時

→
ライブイベント
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横浜スタジアムの外周部における広告媒体等の適切な運用・管理にあたり、自主審査会での運用ルールを定める。
運用開始後も魅力ある景観創出を目指し、横浜市と協議しながら定期的にルールのアップデートする。審査基準は「考え方」と
「基本ルール」および、今後定めるシーン毎における具体的な「個別ルール」で対応する。

【考え方】
● 横浜関内の地域性を踏まえた、地域の賑わい創りに資するも

のであること
● 横浜スタジアム周辺の大きな変化を踏まえた、

斬新で新鮮なアイディアに挑戦すること

【基本ルール】
❏ 1条（一般基準）：次の要件を満たすものでなければならない

❏ 公園利用者・通行者の安全を阻害する恐れのないもの
❏ 周辺景観との調和を損なわないもの
❏ 関係法令に則ったもの
❏ その他、自主審査会が必要と認めたもの

❏ 2条（内容基準）：広告物の内容が次の各号のいずれかに該当するとき
には、原則としてこれを掲出しない

❏ 公の秩序または善良な風俗に反するもの
❏ 人権の侵害、差別、名誉棄損に当たるもの
❏ 青少年保護、消費者被害防止の観点からふさわしくないもの
❏ たばこ、風俗営業、パチンコ等に係る広告
❏ 宗教、思想、政治に関わるもの
❏ その他、自主審査会が不適切と判断したもの

● 横浜公園および公共施設に掲出されることを踏まえた、
都市公園の景観形成を向上させること

● 横浜市民にとって、品格があり、かつ上質な魅力ある景観創出
に寄与していること

❏ 3条（ビジュアル表現基準）：一般広告のビジュル表現について次号のいずれかに該
当するときは、原則としてこれは掲出しない。

❏ 情報過多、文字情報が多いもの
❏ 色彩が景観と調和しないと判断されるもの
❏ 見る人に著しく暗いイメージを与えるもの
❏ 道路交通の安全を損なう恐れや注意表示と誤認される可能性があるもの
❏ 金額訴求が主なるデザインとなるもの
❏ 性的表現・暴力的表現・差別的表現がなされていると判断されているもの
❏ その他、自主審査会が不適切と判断したもの

❏ 4条（映像装置等に関する放映基準）：映像装置を用いる場合は、第1条、第2条の要
件に加え、以下の要件を満たすものでなければならない

❏ 短期間毎に連続して同じ内容を繰返し、見る人に不快を与える
❏ 情報内容が第2条及び第3条に該当しないこと
❏ 音響や音色が見る人に不快感を与えないこと
❏ 視覚的に強い表現等をしないこと

❏ 5条（その他）
❏ 自主審査会が不可と判断した広告は、原則としてこれを掲出しない。

また運営会社は別途内規を定めることができる

05 審査基準
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